
猪名川上流広域ごみ処理施設組合行政に関し職員が受

けた働きかけの取扱いに関する規則 

平成２１年４月１日 規則第３３号 

 

               改正 令和５年３月３１日規則第５５号 

（目的） 

第１条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合行政（以下「組合

行政」という。）に関し職員が、住民、企業、業界団体、政治家、行政機

関の職員（職員であった者を含む。）等（以下「関係者」という。）から

どう喝、威かく、強要、要求、要請、依頼、提言等（以下「働きかけ」

という。）を受けた場合の取扱いについて、管理者が別に定めるものを

除くほか、必要な事項を定め、もって組織内の情報の共有化を図るとと

もに、高い透明性をもって手続を適正に行い住民の信頼にこたえること

を目的とする。 

（対象範囲） 

第２条 この規則の対象となる働きかけは、組合行政に係る次に掲げる事

項であって、勤務時間の内外を問わず、職員が関係者又は代理人若しく

は代行者から受けたもの（以下「関係者等」という。）とする。 

（１）個別の事業の選定、予算措置等に関するもの 

（２）職員の採用、昇格、昇任、人事異動等に関するもの 

（３）個別の事業の発注方式、入札参加条件等に関するもの 

（４）競争入札及び随意契約等の参加企業及び発注企業に関するもの 

（５）予定価格、設計及び積算金額並びに参考見積金額に関するもの 

（６）入札価格調査制度の調査基準価格に関するもの 

（７）歩掛等の見積依頼に関するもの 

（８）用地交渉における補償金額、買収地等に関するもの 

（９）特定企業、団体、個人等への便宜及び利益誘導又は談合等の不正行

為につながるおそれのあるもの 

（１０）組合の管理する文書等を法令及び条例の定める開示請求の手続を

経ることなく引渡し又は提出を求めるもの 

（１１）職員に調査及び資料作成等の作業を行うよう求めるもの 

（１２）職員に職務上知り得た情報の提供を求めるもの 

（１３）廃棄物及び残土の処理処分に関するもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる働きかけは、対象としない。 

（１）不特定の者が傍聴できる公開の場（議会、審議会、公聴会等）にお

ける働きかけ。ただし、傍聴が禁止された場合を除く。 

（２）陳情書、要望書等書面による働きかけ。ただし、当該働きかけの態

様がどう喝、威かく、罵声を浴びせる等職員に恐怖又は不安を与えるよ

うな場合を除く。 

 （働きかけに対する対応） 



第３条 職員は一切の働きかけ等に応じてはならない。 

２ 主幹は、職場において働きかけが発生したときは、職員と共に、直ち

に警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 職員は、働きかけの対応に当たっては、次の事項を遵守しなければな

らない。 

(1) 対応を始める前に、名刺をもらう等相手を確認すること。 

(2) 関係者等から用件を明確に言わせる等、用件を確認すること。 

(3) 関係者等に対する対応は、複数の職員により行うこと。 

(4) 関係者等が強要する場所又は密室における対応は行わないこと。 

(5) 約書等関係者等が強要する文書等を交付し、又はこれらの文書に署

名、押印等をしないこと。 

(6) 関係者等の要求に即答し、又は安易な約束を行わないこと。 

(7) 決定権を持つ責任者には会わせないこと。 

(8) 湯茶の接待をしないこと。 

(9) 電話又は面接内容は、その内容を録音する等正確に記録すること。 

(10) 法的対抗手段を念頭に置き、毅然とした態度で対応すること。 

（記録及び報告） 

第４条 働きかけを口頭により受けた職員は、その内容を簡潔に記録する

ものとする。 

２ 職員は、働きかけを受けるに当たり、当該働きかけの内容を録音する

ことができる。 

３ 働きかけを受けた職員は、速やかに働きかけに関する報告書（別記様

式。以下「報告書」という。）に必要事項を記載し、主幹に報告するもの

とする。 

４ 主幹は、報告書を受理したときは、速やかに当該報告書により事務局

長に報告しなければならない。 

（必要な措置） 

第５条 前条第２項の規定により報告を受けた事務局長は、重要な案件に

ついては、副管理者及び管理者に報告するとともに、組合行政の適正な

執行及び職員の円滑な事務執行を確保するため、働きかけの内容に応じ

て組織として必要な措置を講じるものとする。 

（文書の保管及び保存） 

第６条 主幹は、第４条第３項の規定により作成された報告書及び付属書

類等を管理者が別に定めるところにより保管及び保存するものとする。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定め

る。 

 

付 則 



この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 付 則（令和５年規則第５５号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

  



別記様式（第３条関係）  

 

働きかけに関する報告書  

年  月  日  

 

猪名川上流広域ごみ処理施設組合  

              様  

 

                  所  属  

                  職・氏名  

 

このことについて、次のとおり働きかけがありましたので報告いたします。  

 

日  時       年   月   日（  ）     時  

場  所   

案  件   

手  段   面談 ・ 電話 ・ メール ・ その他（      ） 

相手氏名   

 働きかけの態様、状況等（具体的に記すこと。）  

① どう喝、威かく、威圧、脅迫（                 ）  

② 強要（                            ）  

③ 要求（                            ）  

④ 要請（                            ）  

⑤ 依頼（                            ）  

⑥ 提言（                            ）  

⑦ その他（                           ）  

内  容  

 


